
お客様各位                            平成 22 年 6 月吉日 
 

個人向け国債｢固定 5 年｣(第 19 回債) 
のご案内をさせていただきます 

      利率 年 0.42％ (課税後 0.336％) 

○適用利率は｢基準金利－0.05％(但し、その値が 0.05％を下回る場合には 0.05％)｣として算出され

ます。※基準金利は、平成 22 年 6 月 1 日の市場実勢利回りを基に計算した期間 5 年の固定利付国

債の想定利回り 0.47％です。 
固定金利…「個人向け国債 固定 5 年」は、発行時の適用利率（クーポン）が満期まで変わらない

「固定金利制」を採用しています。 
発行価格    額面 100 円につき 100 円 
募集期間    平成 22 年 6 月 3 日(木)～6 月 30 日(水) 
発行日     平成 22 年 7 月 15 日(木) 
満期日     平成 27 年 7 月 15 日 
利払日     年 2 回、毎年 7 月・1 月の 15 日 

             (初回は平成 23 年 1 月 15 日) 
お申込単位   額面 1 万円単位 

 個人向け国債のリスク 
・個人向け国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品でありま

すが、発行体である日本国政府の信用状況の悪化などにより元本や利子の支払いが滞ったり、支

払い不能が生じるリスクがあります。 
手数料等諸費用について 
・個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます 
・ 個人向け国債「固定 5 年」は発行から 2 年間、原則として中途換金はできません。 

本人が亡くなられた場合、または、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害

を受けられた場合は、各々の期間内であっても中途換金が可能です。なお、個人向け国債「固定

5 年」を中途換金する際、売却される額面金額に経過利子相当額を加えた金額より中途換金調整

額（直前 4 回分の各利子（税引前）相当額×0.8）が差し引かれることになります。 
※平成 22 年 8 月以降発行分の個人向け国債より、利子調整額が発生する銘柄について、中途換

金禁止期間及び中途換金禁止明けの 1 回目の前日までの期間に中途換金する場合、中途換金調整

額から初回の利子調整額を控除するよう、計算式が見直されます。  
   個人向け国債にかかる税金について 

・利金は 20%(所得税 15%、住民税 5%)の源泉分離課税となります。 
その他の留意事項 
・個人向け国債は「社債などの振替に関する法律」施行に伴い、振替国債（ペーパーレス）で発行

されます。本券は印刷されませんので、出庫してお持ちいただくことはできません。  
・個人向け国債のご契約には、あらかじめ「個人向け国債の契約締結前交付書面」の内容を十分に

お読みください。 
・個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。 
・中途換金の際、二年経過した場合でも利払い日等の関係で売却できない期間があります。 
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